
別記様式（第６条関係）

　 様

　【漏水箇所チェック】

壁の中

その他発見が困難な箇所

（ ）

　　以下に該当するものは認定対象外です。

　　・受水槽以降の漏水

　　・温水器、瞬間湯沸器以降の漏水

　　・給水栓からの漏水

　　・水洗便所の洗浄装置等の故障による漏水

上記に該当しません。

住　所

氏　名

※ 漏水状況の修理前の写真、修理後の写真、修理完了後のメーターの指示数の写真を添付してください。

令和7年10月1日改正

使 用 水 量 の 認 定 申 請 書

　廿日市市

　 令和　　　 年　　　 月　　　 日

㎥

mm

                                                      令和　　　 年　　　 月　　　 日

給  水  栓  所  在  地

広 島 県 水 道 広 域 連 合 企 業 団

　下記のとおり漏水があり、修理が完了しましたので、使用水量を認定してください。

お　 客　 様 　 番　 号

【状 況】

写　真　の　添　付口　径

廿 日 市 事 務 所 長

廿日市事務所お客さまセンター使用欄

主幹・補佐 係　長

前回指示数

㎥

課  長

メ　ー　タ　ー　番　号

　　　　　　　　　　　　

住 所

氏 名

電 話 番 号

地下

係　          員

修理前 修理後

　上記の漏水は、令和       年       月       日に修理を完了したことを証明します。

広島県水道広域連合企業団指定給水装置工事事業者

修 理 完 了 時 指 示 数

受付印 受付番号

前回検針日

床下

広島県水道広域連合企業団廿日市事務所使用欄（審査）


